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2010年ラウンド人口・住宅センサスに関する国連勧告の取りまとめ状況
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１ は じ め に

国連では 、加盟国に対し 、西暦年の末尾が ０ の年を中心に人口 ・ 住宅センサスを実施

する こ と を推奨してお り 、 それぞれ 「 1990年ラ ウン ド人口 ・ 住宅センサス 」 、 「 2000年

ラ ウン ド人口 ・ 住宅センサス 」 など と称している 。 （ なお 、我が国を始めい く つかの国

では西暦年末尾が ０ の年のほか 、 ５ の年にも人口センサス＝国勢調査が実施されてい

る 。 ）

人口 ・ 住宅センサスの実施のための指針を示すため 、国連統計部では1958年よ り 「 人

口 ・ 住宅センサスに関する原則及び勧告 」 （ 以下 、単に 「 勧告 」 と い う ） を策定してい

る 。 この勧告はほぼ10年ご と にその改訂を行ってきてお り 、最新の2000年ラ ウン ド セン

サスに関する勧告は1998年に採択されている 。勧告は調査の企画 ・ 設計 、調査方法 、調

査事項 、集計方法 、結果の提供など多岐にわたる事項について詳細に記述されてお り 、

約 250 ページにわたる大部のものである 。

一昨年から本年にかけて 、 2010年ラ ウン ド センサスの勧告の取 り ま と め作業が行われ

たので 、 その検討状況及び改訂内容の概要を紹介する 。

２ 検討体制

2000年ラ ウン ド までの勧告は 、主と して国連統計部によ り改訂作業が行われてきた

が 、今回は 、 メ ンバー国の専門家会合を組織し 、 それを中心に行われる こ と と な り 、

2005年 ４ 月よ り検討体制がス ター ト した 。

専門家会合は 、約40か国及び関係国際機関によ り構成されてお り 、全体会合の下に三

つのワーキンググループ （ 以下 「 ＷＧ 」 と略す ） を設けてテーマご と に分担して検討す

る こ と と され 、 それらをま と める組織と して起草委員会が設置された 。各ＷＧ等の役割

分担は以下のとお り である 。

ＷＧ １ ： 調査事項及び調査結果
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ＷＧ ２ ： 調査の企画 ・ 設計及び調査方法

ＷＧ ３ ： 結果の普及 ・ 提供

起草委員会 ： ＷＧ及び全体会合での議論の結果を踏まえ 、文案を作成

各ＷＧにはそれぞれ議長が指名され 、 ＷＧ １ の議長をオース ト ラ リ アが 、 ＷＧ ２ の議

長を日本が 、 ＷＧ ３ の議長をフ ィ リ ピンが務める こ と と な り 、起草委員会の議長はカナ

ダが務める こ と と なった 。

また 、各ＷＧには 、個別の重要 ト ピ ッ クについて詳細な検討を行 う ためのサブグルー

プ （ Ｔ Ｓ Ｇ＝ Technical Sub Group ） がい く つか設置され 、 ＷＧ １ に四つ （ ①移住統計 、

②障害者統計 、③主要結果表 、④住宅センサス調査事項 ） の 、 ＷＧ ２ に二つ （ ①データ

収集 ・ 提供 、②代替的手法 ） のＴ Ｓ Ｇが設置された 。

（ 人口 ・ 住宅センサスに関する国連統計部のサイ ト は以下のとお り ）

（ http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/default.aspx ）

３ 検 討 スケジュール

上記によ り検討体制が発足した後 、最終的に本年 2 月の国連統計委員会において採択

して確定する までの間、上述の専門家会合によ り詳細な内容の議論が行われた 。 その

間、 メ ンバー間によ るWEB上の意見交換や 、 ２ 回にわたる国連本部での会議が以下のス

ケジュールで行われた 。各ＷＧの議論は 、WEB上の意見交換 、国連本部での会議と も 、

ＷＧの議長がま と めてい く 、 と い う 方法で行われ 、全体の調整を起草委員会の議長が取

り ま と める 、 と い う 形が取られた 。

① 2005年 ４ 月～ ７ 月 ： E-mail 及びWEB上のフォーラムによ る意見交換 （ 主と して論点

提起 ）

② 2005年 ８ 月22日～26日 ： 国連本部での検討会議 （ 25か国 、 16国際機関から約50人が

参加 ）

・ これまでの各ＷＧの議論の報告 、 それに関する意見交換 （ 約 1 日 ）

・ 各ＷＧに分かれての論点整理 、議論 （ 約 ２ 日半 ）

・ 全体会議において各ＷＧの議論の成果を発表、 それに対する意見交換 （ 約半日 ）

・ 会議の報告書採択 （ 約半日 ）

（ 会議の詳細については以下のＵ Ｒ Ｌ参照 ）

（ http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/CensusEGM05/default.htm ）

③ 2005年 ９ 月～10月 ： 上述の議論を踏まえ 、各ＷＧにおいて 、改訂部分の文案を作成

④ 2005年11月～ ： 事務局 （ 国連統計部 ） において全体を整理 ・ 統合

⑤ 2006年 ７ 月10日～14日 ： 国連本部での検討会議 （ 25か国 、 14国際機関から約50人が

参加 ）

・ 各ＷＧの主要論点及び現時点での結論の報告、 それに関する意見交換 （ 約 ２ 日 ）

・ 上記意見を踏まえ 、各ＷＧに分かれて最終議論 （ 約 1 日 ）

・ 全体会議において各ＷＧの議論の結果を紹介、質疑応答 （ 約 1 日 ）

・ 会議の報告書採択 （ 約半日 ）

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/default.aspx
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/CensusEGM05/default.htm
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（ 会議の詳細については以下のＵ Ｒ Ｌ参照 ）

（ http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/CensusEGM06/default.htm ）

⑥ 2006年 ７ 月～ ９ 月 ： 上述の議論を踏まえ 、各ＷＧ及び起草委員会 （ E-mail によ る持

ち回 り ） において 、修正文案を作成

⑦ 2006年10月～2007年 ２ 月 ： 国連事務局において 、文言の整理や表記の統一を行い 、

最終文案を作成

⑧ 2007年 ２ 月 ： 国連統計委員会において採択

（ 参考 ） 会議への参加国 ・ 機関 （ 2005年 ８ 月及び2006年 ７ 月の一方の会議のみ参加の

国 ・ 機関を含む 。 ただし 、筆者が参加したＷＧ ２ 以外は実際の出席確認を行っ

ていないので 、一部当日変更があった可能性あ り 。

ＷＧ １ ： オース ト ラ リ ア 、 ブラジル 、 ア イルラン ド 、 エジプ ト 、 ジャマイカ 、 ジ ョ ル

ダン 、 モザンビーク 、南アフ リ カ 、 マケ ド ニア 、 ウガンダ 、 ア メ リ カ 、

ECA 、 ECE 、 ESCWA 、 EUROSTAT 、 HABITAT 、 ILO 、 ユネス コ 、 ユニセ

フ 、 ワシン ト ングループ 、 CARICOM

ＷＧ ２ ： 日本 、 エチオピア 、 イン ド 、 イ ラ ン 、 イ ス ラエル 、 メ キシコ 、 モー リ シャ

ス 、 ノルウ ェー 、 オマーン 、 パレスチナ 、 タ イ 、 ア メ リ カ 、 ESCAP 、

ESCWA 、 EUROSTAT 、 FAO 、世界銀行 、 CARICOM

ＷＧ ３ ： フ ィ リ ピン 、 カナダ 、 チ リ 、中国 、 コ ロンビア 、 ロシア 、 セン ト ルチア 、 セ

ルビア 、 シエラ レオネ 、 ア メ リ カ 、 ECLAC 、 UNFPA 、太平洋コ ミ ュニテ ィ

４ 議論及び改訂内容

本報告では 、 この専門家会合における議論の概要及び勧告の主要な改訂ポイン ト につ

いて 、筆者が議長を務めた調査計画 、調査方法の分野 （ ＷＧ ２ で議論した分野 ） を中心

に紹介する 。 （ 文面の詳細は末尾に添付した参考資料を参照されたい 。 ）

（ １ ） センサスの趣旨 ・ 目的

これまでの勧告においては 、人口センサスを実施する趣旨 ・ 目的が明記されておら

ず 、 そのため 、各国においても 、統計関係者はセンサスの重要性を認識していても 、

必ずし も財政当局あるいは調査客体である国民の理解を得られないケースが想定さ

れ 、 その結果 、途上国において調査の予算は組まれても集計の予算が組まれない 、 な

どの例が生じていた 。今回の改訂では 、勧告の冒頭に 「 センサスの本質的役割 」 と題

した章を新たに設け 、人口センサスの趣旨 ・ 目的を明確に定義し 、誰の目にもその重

要性がわかる よ う な構成と された 。

具体的には以下の ４ 点を 「 本質的役割 」 （ Essential rolls ） と して記述される こ と

と なった 。

① 政府予算の配分や選挙区の画定などのための法定人口と して利用される 、行政

にと って必要不可欠なもの

http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/CensusEGM06/default.htm
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② 各種統計のベンチマーク と な り 、 また 、各種標本調査の標本抽出枠を提供す

る 、統計体系の根幹を成すもの

③ 小地域統計 、 あるいは小グループの人口について 、誤差な く （ あ るいは最小の

誤差で ） 結果を提供し 、 また任意の地域区分の統計を提供する こ と のでき る も

の

④ 将来人口推計など 、各種分析 ・ 研究の基礎と な り 、行政だけでな く民間部門で

の利用も行われる もの

（ ２ ） センサスの基本原則

上記に続き 、 「 センサスの基本原則 」 （ Essential features ） と して以下の ４ 点を記述

する 。 （ この部分に関しては 、従来の表記を若干修正したのみで 、趣旨等の変更はな

かった 。 ）

① 個人ご と の調査 （ Individual enumeration ）

② 明確な領域における統一性 ・ 普遍性 （ Universality within a defined territory ）

③ 同時性 （ Simultaneity ）

④ 明確な周期性 （ Defined periodicity ）

（ ３ ） 調査手法

調査員あるいは郵送等によ り直接個人または世帯に調査票を配布 ・ 回収する従来型

の手法に加え 、最近では 、欧米諸国において住民レジス ターを用いた人口センサス 、

一斉調査を行わずに地域ご と に調査時期を変える ロー リ ングセンサスなど 、上記に代

わる手法を行 う 国も出現している こ と から 、 これらの手法についても何らかの記述が

必要と なってきている 。

調査手法については 、各 メ ンバーの関心も高 く 、 ＷＧ及び全体会合における意見交

換では 、 この部分に最も多 く の時間が割かれた 。調査手法にと らわれず 、同等の調査

結果が得られればよいとする 、 ヨーロ ッパ代表の意見に対し 、行政記録を統計調査に

活用する環境にない多 く の国からは 、 これまでどお り 上述のセンサスの ４ 基本原則を

満たす従来型の手法を本来の調査手法と して記述すべき と の意見が出された 。

議論の結果 、今回の勧告では 、従来型の手法を 「 伝統的手法 」 （ Traditional

approach ） と定義し 、 この手法を基本と しつつ 、後者の手法についても 「 代替的手

法 」 （ Alternative approaches ） と し 、 それぞれの手法の利点 ・ 欠点 、適用する場合の条

件などを記述する こ と と なった 。

各手法に関する記述の概要は以下のとお り である 。

① 伝統的手法

2000年ラ ウン ド の人口センサスを実施した 247 か国 ・ 地域の う ち 、 196 か国 ・ 地

域で実施された手法であ り 、特定の時期における人口全体の縮図を と らえ 、 また 、

小地域統計を提供する と い う 観点で 、他の手法と比べものにならない く らい優れた

手法である 。当然 、先に述べたセンサスの ４ 原則をすべて満たす手法である 。
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一方で 、 この手法は費用 ・ 労力がかか り 、事務が複雑であるため 、 ５ 年または10

年と い う 頻度でしか実施できず 、結果の集計にも時間がかかる と い う 問題も ある 。

② レジス ター手法

人口センサスに近い結果を提供でき る と い う 点で 、 レジス ターを利用した手法が

1970年代から導入されている 。 これは 、既存の行政記録 、例えば住民登録 、教育履

歴、税務記録 、雇用記録などを活用する と い う ものである 。

この手法を採用するためには 、全国統一の人口レジス ターが確立してお り 、 さ ら

に関連する各種行政記録と の リ ン クが正確に行われている こ と が絶対条件と なる 。

また 、前述のセンサスの ４ 原則を満たすためには 、 それらの行政記録が適時 ・ 適切

に更新されている こ と が条件と なる 。 さ らに 、 これらの行政記録を統計に利用でき

る法令上の環境整備や、国民の理解を得る必要がある 。

この手法は経費節減が図れ 、 よ り頻度の高い統計の提供を可能とする 。 ただし 、

これらの行政記録の構築に当たっては 、人口センサスを実施する よ り も高いコ ス ト

がかかる こ と を忘れてはならない 。 また 、提供でき る統計の範囲が 、存在する行政

記録の範囲にと どま る と い う 制約も ある 。

③ ロー リ ングセンサス

ロー リ ングセンサスは一定期間をかけて順次調査を行ってい く手法であ り 、 セン

サスの ４ 原則の う ち同時性は完全に満たさ ない 。 また 、全人口が同時に調査されな

いと い う 点で 、統一性も満たすと は言えない 。

この手法は 、統計の更新頻度が高 く なる 、経費や労力の平準化を図る こ と ができ

る 、新技術の導入が早期に可能である 、 などの メ リ ッ ト があるが 、正確な統計を作

成するためには 、綿密な標本設計と推計技術が必要である 。

（ ４ ） 調査事務の外部委託

現在 、調査事務の一部を外部機関に委託する例が増えているが 、外部委託には経費

節減 、新技術の導入などの メ リ ッ ト がある反面 、国民の信頼を低下させるなどの悪影

響も ある こ と から 、安易に調査事務の外部委託を行ってし ま う こ と のないよ う 、外部

委託する際に考慮すべき注意点を勧告に盛 り込むこ と と された 。

具体的には 、外部委託に関する章を新たに設け 、外部委託を検討する際にはセンサ

スの事務を細か く細分し 、 その一つ一つの事務について 、外部委託する こ と が適当か

ど う かを吟味すべきであ り 、 その重要な視点と して以下の事項が記述される こ と と な

った 。

① 厳重な秘密保護の担保

秘密保護は最優先かつ最重要な課題であ り 、実質上も形式上も 、データの秘密保

持に責任を持つ必要がある 。 しかし 、事後の評価 ・ 監視によ って秘密情報の漏れや

悪用を見つける こ とは非常に難しいので 、 そのよ う な危険性のある業務を外部委託

するのは避けるべきである 。 た と えば調査員の実査活動など 、データ収集の局面に
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おいては 、外部委託を避ける こ と が強 く求められる 。

② 国民の納得が得られる秘密保護の手段の確保

センサスの本質的役割を達成するためにも 、最も信頼でき る結果を生み出す方法

によ って 、 また実質的にも形式的にも一般の人の信頼を得る方法によ って実施され

るべきである 。 したがって 、上述の秘密保護の担保方策については 、調査客体であ

る国民から も十分に納得を得られる ものにしておかなければならない 。

③ 結果の品質の確保

品質維持の観点から 、受注業者を決定する際には 、 コ ス ト を最優先とすべきでな

い 。 コ ス ト を削減するため 、 い く つかの企業によ る公正な競争を行 う こ と は望ま し

いが 、単に低コ ス ト を決定要因とする こ と は 、受注業者によ って行われる仕事の品

質に悪影響を及ぼす可能性がある 。

④ 外部委託した事務の管理 ・ 監視

すべての民間企業は 、倒産や業務内容の変更の リ ス ク をはらんでお り 、仮に委託

した企業が指定された業務を達成できなかった場合 、罰則の適用によ って問題を解

決する こ とはおそら く できない 。 したがって 、委託先企業の事務処理能力や財政状

況の評価と査定は事前に十分に行ってお く 必要がある 。

⑤ 中央統計局と しての中核事務の維持 ・ 確保

外部委託によって中央統計局の中核業務の権限や責任を危険にさ ら してはならな

い 。例えば 、産業 、職業分類の符号格付けは 、繊細な判定基準を必要とする もので

あ り 、外部委託のための仕様書を事前に用意する こ とは難しいため 、外部委託は勧

められない 。 （ ただし 、自動格付けなどの事務を外部委託する こ とは差し支えな

い 。 ）

（ ５ ） Ｉ Ｔ の活用

Ｉ Ｔ の進展に伴い 、多 く の国で調査事務にＯＭＲ 、 Ｏ Ｃ Ｒ の使用や 、 Ｇ Ｉ Ｓ を利用

した結果提供など 、 Ｉ Ｔ を採 り入れているが 、 Ｉ Ｔ には メ リ ッ ト だけでな く経費がか

かるなどのデ メ リ ッ ト も ある こ と を十分に考慮して調査の企画設計をすべきであ り 、

勧告の関連する各部分にそれら を記述する こ と と なった 。

（ ６ ） 調査事項 （ ＷＧ １ の検討事項 ）

勧告では 、従来から 、 「 コア調査事項 」 （ 是非調査すべき事項 。 ただし 、各国の実

情に応じて採否は判断してよい ） と 「 推奨調査事項 」 （ できれば調査する と よい事

項 ） を挙げてそれぞれに詳細な解説を加えているが 、今回の検討でその見直し も行わ

れた 。検討結果によ る人口センサス部分のコア調査事項は以下のとお り （ 住宅センサ

ス部分については省略 ） 。

① 居住地及び国内移動に関する事項

常住地 、現住地 、出生地 、

現在の居住地の居住期間 、前住地 （ この ２ 事項に代わって 「 過去の特定時期にお

ける居住地 」 を調査する こ と も可 ）

（ 上記によ り加工して作成する事項 ）
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総人口 、地域別人口 、都市 ・ 地方別人口

② 世帯に関する事項

世帯主と の続き柄

（ 上記によ り加工して作成する事項 ）

世帯類型

③ 人口 ・ 社会属性

性 、年齢 、配偶関係

④ 出生 ・ 死亡に関する事項

これまでに産んだ子の数 、現在生きている子の数 、

最後の出生児の誕生日 （ 新たにコア事項に追加 ） 、

最近12か月の間に死んだ世帯員 （ 新たにコア事項に追加 ）

（ 上記によ り加工して作成する事項 ）

最近12か月の間の出生数 、最近12か月の間の乳児死亡数

⑤ 教育

読み書き能力 、在学学校の種類 、卒業学校の種類

⑥ 経済属性

労働力状態 、職業 、産業 、従業上の地位

（ 「 従業時間 」 はコア事項から推奨事項へ ）

⑦ 国際移動に関する事項

生まれた国 、国籍 、入国年 （ 外国人について ）

⑧ 障害に関する事項

障害の状態 （ 新たにコア事項に追加 ）

５ お わ り に

このよ う にしてま と められた勧告文の決定に当たって 、本プロジェ ク ト に約 ２ 年にわ

たって携わってきた感想などを述べたい 。

この役目を引き受けた時は 、様々な背景を持つ多 く の国から 、様々に異なる経歴や実

績を持つ専門家が集まって一つの報告書をま と める こ と は大変な作業だと想像していた

が 、終わってみれば当初想像していたほど大変ではなかった 、 と い う 印象が残った 。 も

ちろん 、 い く つかの特定のテーマについては 、議論 （ メールによ る意見交換も含む ） に

多 く の時間を割いたものも あったが 、最終的には意見が分かれて決裂する よ う なこ と も

な く 、参加者が皆 「 良い統計を作ろ う 」 と い う 共通の方向を向いて議論する こ と ができ

た と感じている 。議論に協力して く れた参加者や事務局の尽力に感謝したい 。

また 、国連事務局の資金援助も あ り 、会議には人口センサスの経験の深い先進国だけ

でな く 、途上国の メ ンバーも多 く 出席してお り 、 いろいろな人がいて大変興味深 く 、議

長を務めていて大変な点も あった反面 、楽し く 議論できた面も あった 。自分の意見だけ

を一方的に主張してま と めよ う と しない人 、興味ある話題にだけ口を挟んでそれ以外の

話題の時には参加しない人 、妙に細か く文章表現上の齟齬などを指摘して修文作業を し
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て く れる人 、話題があらぬ方向に進んでし ま う 人 、等々 、 どんな会議でも多かれ少なか

れ同様のこ と はあるが 、 それでいて最後にはちゃん と した結論が出る と い う 国際会議の

面白さ を味わ う こ と もできた 。 これも参加者の協力や事務局の地道な取 り ま と め作業の

賜物と思 う 。

も う 一つの感想は 、 （ これは私個人にと って最大の関心事項であるが 、 ） 議論百出の

会議をすべて理解してま と め上げるほど英語に堪能でな く て も 、案外議長は務ま る もの

だ 、 と思えたこ と である 。私が進行を務めたＷＧでは 、会議前に電子 メールによ る意見

交換を相当行い 、議論のポイン ト を予め明確にしておいたが 、 それによ り 会議の混乱を

かな り の部分避けられたのは幸いであった 。起草委員会及びＷＧの議長の中で 、英語を

母国語 （ あるいは公用語 ） と しないのは私だけであったが 、終わってみれば議長を無事

務められたこ とは （ 私に と っては ） 一つの驚きであ り 、収穫であった 。会議では 、 メ ン

バーが盛んに議論を している一方で 、隣に座っている事務局の人が耳元で議事進行につ

いて囁いてきた り 、記録者を務めている メ ンバーから も助言があった り して 、 それらす

べてを理解する こ とは到底不可能であったが 、すべてを理解し よ う とせずに 、飛び交っ

ている発言の中で重要な （ 重要そ う な ） 発言のポイン ト だけを聞いていれば何と かなる

ものであった 。

最後に 、 このよ う な国際的な大プロジェ ク ト に参画する機会を与えて く れた方々や 、

議論に協力して く れた国内外の関係者の皆様に感謝して 、本稿の結びと したい 。

（ 末尾に参考資料と して勧告文の主要部分の仮訳を添付したので 、適宜参照されたい 。 ）
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【 本文の う ち主要部分 】

第 １ 部 人 口 ・ 住 宅 セン サ ス の 企 画 ・ 実 施

I センサスの本質的役割

1.1 証拠に基づいた効果的な社会 ・ 経済政策決定は 、今日では誰し もが認める方法であ

る 。適時 ・ 適切に正確な統計を作成する こ と 、 さ らに小地域あるいは小グループの人口に

関する詳細な統計を作成する こ と はその必要条件である 。人口 ・ 住宅センサスの役割は 、

このよ う な小地域の詳細な人口統計の構成や特徴 、地域分布などを明らかにし 、提供する

こ と である 。 19世紀の終わ り に国際統計会議がセンサス を実施する よ う に世界のすべての

国々に勧告を出して以来 、 センサスは大多数の国々で定期的に実施されている 。国連も 、

1958年以降 、人口 ・ 住宅センサスに関する原則と勧告を編集する こ と によ り 、積極的にセ

ンサス を推進してきた 。

1.2 人口 ・ 住宅センサスの役割は数多 く あるが 、 その う ちの本質的なものは以下に示す

とお り である 。

(a) 人口 ・ 住宅センサスは 、行政において本質的な役割を果たす 。人口 ・ 住宅センサスの

結果は 、国民の平等性、公平性を確保するために利用される 。例えば 、 センサスデータ

は 、様々な地域や地区に政府の資金や福祉サービス を分配 ・ 配分する際に 、 また国 ・ 地方

レベルの選挙地区を決定する際に 、産業振興の効果を測定する際に利用される 。 センサス

の統計が存在しなければ 、 これらの政策の優先順位を決め 、国民の理解を得る こ と はほ と

んど不可能である 。民間機関 、研究機関あるいは個人などによ る幅広い利用については 、

1.23 で後述する 。

(b) センサスは 、経済統計や社会統計などを含む国の統計体系の中においても本質的な

役割を果たす 。 センサス統計は 、統計作成の際のベンチマーク と して 、 また標本調査のサ

ンプ リ ングフレーム と して利用されている 。今日 、 ほ と んどすべての国の統計体系は 、効

率的かつ信頼でき る方法と して標本調査に頼っている 。人口 ・ 住宅センサスによって得ら

れるサンプ リ ングフレームがな く ては 、国の統計体系は 、政府や一般国民に利用され 、信

頼でき る政府統計を提供する こ と が困難と なる 。

(c) センサスの基本的特徴は 、小地域あるいは小グループの人口に関する統計を誤差な

く 、 あ るいは最小限の誤差で提供する こ と にある 。小地域統計はそれ自体有用であるが 、

重要なのは任意の境界の地理的単位上の統計を作成でき る こ と である 。例えば 、学校の場

所を計画する際 、必ずし も行政的な地域単位と同じ とは限らない学校地区別の子ど もの人

口分布のデータが必要と なるであろ う 。同様に 、行政区画に捉われない 、天然上の地理的

単位の統計も作成可能である 。 このよ う に 、 センサスデータはどのよ う な地域単位にも集

計でき るため 、非常に柔軟に必要な統計を提供する こ と ができ る 。 センサスのこの特徴

は 、 ビジネスの計画や市場分析と いった民間部門での利用上も また貴重なものである 。
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(d) センサスの結果は研究分析のための基礎資料と して利用される 。 さ まざまな分析の

中で 、人口推計はおそら く センサスデータ を用いた分析の う ち 、最も重要なものの一つで

あろ う 。将来推計人口は中央及び地方政府の政策形成において非常に重要であるだけでな

く 、民間部門の意思決定においても また非常に重要である 。

1.3 上述のよ う に 、街区などの小地域あるいは小グループの人口に関する統計を作成す

る こ と は 、極めて重要である 。 2010年ラ ウン ド人口 ・ 住宅センサスに参加するほと んどの

国にと って 、街区ご と のデータ を得るため 、統一的手法で同時に国内の全地域の個人個人

に対してセンサスを行 う こ と と なるであろ う 。 い く つかの国では代替的手法を採用する こ

と と なろ う が 、 これらの手法においても 、小地域あるいは小グループの人口に関する統計

を同時期に把握した統計を提供すべきである 。
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II 人 口 ・ 住 宅 セン サ ス の 定 義 、 基 本 原 則 、 利 用

II － Ａ 定義

１ 人口センサス

1.4 人口センサスは 、特定の時点において 、国内全域 、 あるいは明確に定義された国内

の一部の地域のすべての個人に対してデータ を収集 ・ 蓄積 ・ 評価 ・ 分析し 、人口 ・ 経済 ・

社会データ を公表 ・ 提供する までの一連の工程である 。

1.5 人口は生産や福祉の分配の基礎である 。経済 ・ 社会の開発 、行政運営 、科学的研究

のためには 、信頼でき る人口の構成や分布の詳細なデータが必要である 。人口センサスは

これらの基礎統計のデータ源であ り 、住宅に居住する者だけでな く 、 ホームレスや遊牧民

など も カバーする ものである 。人口センサスのデータは街区などの小地域を含む様々な地

域区分によ る個人 ・ 世帯の統計を提供しなければならない 。

２ 住宅センサス

1.6 住宅センサスは 、特定の時点において 、国内 、 あるいは明確に定義された国内の一

部の地域のすべての住宅及び住民に対してデータ を収集 ・ 蓄積 ・ 評価 ・ 分析し 、統計デー

タ を公表 ・ 提供する までの一連の工程である 。

1.7 センサスは住宅供給に関する情報をその構造 、通常の世帯が生活する上でのプラ イ

バシーや健康維持のための設備の状況と と もに提供しなければならない 。住宅供給のため

の住民に関する十分な人口 ・ 社会 ・ 経済データや 、住宅不足の要因分析やその解消策の検

討に必要なデータ を提供しなければならない 。 そのため 、データは人口センサスの一部と

して 、住宅に居住しない対象も含めて収集され 、住宅センサスの結果と して分析 ・ 提供さ

れる こ と が多い 。

II －Ｂ 基本原則

1.8 人口 ・ 住宅センサスの基本原則は 、個人個人に対する調査 、明確な領域内における

統一性 、同時性及び明確な周期性である 。

１ 個人個人に対する調査

1.9 「 センサス 」 の用語は 、各個人及び各世帯が個別に調査され 、 それらの属性情報が

個別に記録される こ と を意味する 。唯一この方法を採る こ と によ り 、データや様々な属性

別にク ロ ス分析可能と なる 。 この要件は 、実地に調査されるか 、適切な行政レジス ターか

ら情報を得るか 、 またはその組合せによ り達成される 。
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２ 明確な領域内における統一性

1.10 センサスは正確に定義された領域 （ 全国の全域 、 あるいは明確に定義された一部の

地域 ） をカバーし 、 その領域内に現存するすべての人を対象とする必要がある 。住宅セン

サスは 、すべての住宅をその種類に関わらず対象とすべきであるが 、 これは集計対象地域

の大き さやク ロ ス集計の度合いを考慮した上での標本調査によ る代替を排除する ものでは

ない 。

３ 同時性

1.11 すべての個人及び住宅は明確に定義された １ 時点で同時に調査されるべきであ り 、

データの参照期間についても明確に定義すべきである 。参照期間については必ずし も全事

項について共通である必要はな く 、主と してセンサスの調査時点と同じ と なるが 、事項に

よ っては調査時点前の期間であっても よい 。

４ 明確な周期性

1.12 センサスは 、時系列比較ができ る よ う 、定期的に行われるべきである 。 センサスの

時系列データは 、過去、現在と将来推計を正確に表すこ と ができ る 。 センサスは少な く と

も 10年周期で実施する こ と が推奨されるが 、国によ っては 、 それぞれ国の人口 ・ 住宅の変

動の速度に応じて 、 よ り短い周期で行 う こ と が必要な場合も ある 。

1.13 センサスのデータは 、国及び地方のデータ と して 、 また国際比較可能なデータ と し

ての価値を高めるため 、各国で同じ時期に実施する こ と が望ま しい 。 したがって 、各国に

は西暦の ０ の年あるいはその近接した年にセンサス を実施する こ と を推奨する 。 しかし 、

法令上 、行政上 、財政上の制約などは国によって異なる こ と から 、すべての国の実施時期

を標準的に揃える こ とは必ずし も適当ではない 。 センサスの日時を決める際は 、 これらの

各国の事情は 、各国が同時に実施すべき と の要請よ り も優先される 。

II － Ｅ 調査手法

1.58 人口 ・ 住宅センサス 2010年ラ ウン ド のための準備の一つと して 、古典的な手法に代

わる代替的な方法を開発 、試行 、実施している国も あるが 、最も小さい地理的なレベルに

おいて詳細な統計を供給する と い う 重要な原則と い う ものは 、依然と して最優先されるべ

きである 。

1.59 本書ではセンサスの実施方法については伝統的手法に焦点を当てているが 、以下の

章において主たる手法について簡単に解説する 。本書に記述された原則や指針 、特に定義

や集計事項については 、すべての手法に共通に適用される 。



15

１ 伝統的手法

1.60 2000 年ラ ウン ド センサスにおいては 、 190 を超える国が人口センサス を実施し 、

この う ち圧倒的多数の国々が古典的も し く は伝統的なセンサス手法を採用した 。 この手法

は 、特定時点における個人 ・ 世帯に関する人口 ・ 経済 ・ 社会的属性を捉え 、評価 ・ 分析の

ためのデータ を提供する と い う 、複雑な過程であ り 、客体がセンサス調査票に回答する

か 、調査員が客体から回答を収集する方法で行われる 。調査員調査においては 、統一性と

同時性の要求から 、通常は決められた短期間に各調査員が個々に割 り当てられた調査地区

の世帯 ・ 個人の調査を担当する 。

この手法の中には 、 シ ョ ー ト フ ォーム ・ ロングフ ォーム方式も含まれる 。 シ ョ ー ト フ ォ

ームには全客体に対する質問事項が含まれ 、 ロ ングフォームは一部の標本世帯 ・ 個人から

情報を収集するために用いられる 。 ロ ングフォームでは 、通常は 、特定の ト ピ ッ クに関す

る詳細な質問 、例えば出産力などを調査し 、標本調査ではある ものの 、全客体を対象と し

たシ ョ ー ト フ ォーム と同様にセンサスの結果と して用いられる 。客体に対する過剰な負荷

は回答率に影響し 、ひいては結果精度にも影響する 。

1.61 データ収集には 、郵送 、留置き 、電話 、 イン ターネ ッ ト などや 、 それを組み合わ

せた手法など 、様々な手法があ り 、各国の実情に応じて異なる手法によ り行われている 。

1.62 この伝統的手法は 、特定の時期における人口全体の断面を供給した り 、小地域の

データ を活用でき る と い う 、他の手法にない唯一の利点を持っている 。 この手法は 、種々

の社会 ・ 経済属性別人口を同時期に捉えて交付金等の配分に利用するために適した手法で

ある 。選挙区の画定も同時性が要求されるので 、 この手法が良いであろ う 。

しかし 、一方で 、 この手法は国家が実施する最も綿密 、複雑 、高価なデータ収集方法で

あ り 、 コ ス ト に加えて 、 この複雑な業務はそれに参加するために国民の十分な意識と同意

が必要である 。 そのよ う な複雑性及び費用のために 、 センサスは ５ 年も し く は10年毎にし

か行われず 、データはしばしば適時性を失 う 。 したがって 、最新の就業状態などの指標を

明らかにするためにはセンサス間に標本調査を行 う 必要がある 。

1.63 以下に 、伝統的手法をセンサスの ４ 原則に照ら して記述する 。

個人個人に対する調査

個々の個人に対する個々の情報を収集する こ と ができ る 。

明確な領域内における統一性

１ 調査票によ る場合 ：

全客体に対して同一の調査票によ り調査される 。

シ ョ ー ト フ ォーム ・ ロングフ ォームによ る場合 ：

シ ョ ー ト フ ォーム事項については 、全客体に対して統一的に調査される 。 ロングフ ォー

ム事項については 、全客体が対象ではないが 、全体を代表する結果が得られるので 、 シ
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ョ ー ト フ ォーム事項と連携する こ と によ り センサスの一部と見なすこ と ができ る 。

同時性

センサスの情報は 、 「 最近 １ 週間 」 などの期間も含め 、特定の調査時点で捉えられる 。

周期性

原則と して少な く と も 10年周期では行われる 。

２ レジス ター手法

1.64 センサス と同様の結果を得る と い う 発想のも と 、 レジス ターを用いた手法が2000年

ラ ウン ド では行われた 。 この手法は1970年代から議論 ・ 試験され 、 1990年ラ ウン ド ではい

く つかの国で既に成功した方法である 。 この手法において基礎と なる ものは 、現存する行

政記録 、すなわち世帯、住居 、個人に関する レジス ターを利用する と い う こ と である 。 さ

らに次の段階と して 、 これら行政記録が税 、教育 、雇用などの関連する行政記録と リ ン ク

される こ と である 。 これらの リ ン ク を図るには 、理論的には個人の名前によれば可能であ

るが 、統一的に付された Ｉ Ｄが存在する こ と が 、 よ り信頼でき る結果を も たらす 。

1.65 この手法の本質的な前提条件の一つは 、日々更新されている 、良質なカバレ ッ ジの

中央人口レジス ターを国が確立している こ と である 。地方レジス ターを利用する場合は 、

それらの連携が継続的に図られている こ と が必要であ り 、 リ ン ク を図る場合は概念や定義

が統一されている こ と が必要である 。 また 、品質評価も行われているべきであ り 、 これら

の条件が整わない限 り 、人口統計の基礎はレジス ターでな く 人口センサスによ るべきであ

る 。

1.66 レジス ター手法の最大の利点は 、 コ ス ト の削減及びよ り頻繁なデータの提供であ

る 。 しかし 、 これらのレジス ターを開発し 、確立させるためには 、 センサス以上のコ ス ト

が必要と なるので 、 レジス ターを開発する場合は 、行政記録は統計のためだけでな く 、 そ

の他の行政にも効果的に利用されるべきである 。

レジス ター手法には欠点も あ り 、 その一つは利用可能なレジス ターに収録されている情報

のみに完全に限定される こ と であ り 、 さ らに 、 レジス ターを統計の作成など目的外に利用

する こ と が法的に制限されている国も ある 。利用でき る属性に制限がある こ と は 、国際比

較に影響が出る こ と がある 。 また 、 レジス ターの登録項目が変更になった場合 、新規項目

はすぐには登録されず、 その結果 、正確な情報が速やかにレジス ターに反映されないと い

う こ と も起こ る 。

1.67 伝統的手法と レジス ター手法の組合せや 、 レジス ターによ るセンサス と標本調査の

組合せなど 、類似の手法については以下のＵ Ｒ Ｌ に記述されている 。

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/default.aspx

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/default.aspx
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1.68 以下に 、 レジス ター手法をセンサスの ４ 原則に照ら して記述する 。

個人個人に対する調査

情報は統計以外の目的で集められている場合も あるが 、個々の個人に対する個々の情報を

収集する こ と ができ る 。

また 、 レジス ターの統計のための利用は 、法令によ り認められている必要があ り 、 その場

合 、 (1) 個々のデータが自動的に人口レジス ターに登録されるか 、 または (2) レジス ター

が一時的に人口レジス ターと リ ン ク される こ と と なる 。

明確な領域内における統一性

人口レジス ター及び特定の属性についての補助レジス ターを基に調査される 、 と い う 意味

で 、決められた領域内の全個人が調査される 。 も し補助レジス ターに情報のない個人があ

った場合 、人口レジス ターには空欄で補定される こ と と なる 。

同時性

センサス時点における レジス ターの情報を引き出すこ と ができ るが 、 レジス ターの更新周

期と の関係を吟味する必要がある 。

周期性

「 少な く と も 10年周期 」 を含め 、 レジス ターの更新周期と の関係を管理すれば任意の周期

で可能である 。

３ ロー リ ングセンサス

1.69 「 ロー リ ングセンサス 」 は 、伝統的手法と の対比で言えば 、調査に当たって特定の

日や短期間ではな く 、長期間 （ 通常は数年 ） に渡って国全体をカバーする手法である 。 こ

の手法は 、 （ データ更新の周期の要請に依存する ） 調査期間と （ 利用可能な経費額と統計

と して必要な地域区分の詳細さに依存する ） 標本抽出率の二つのパラ メータによって決ま

る 。例えば 、全国の統計を作成するためには １ 回の年次調査を用いれば十分だが 、地方別

結果は ３ 回分 、 さ らに小地域の結果は ５ 回分必要 、 などである 。各回の年次調査は １ 年を

通して行われる場合と 、特定の月あるいは期間に行われる場合がある 。

1.70 この手法には 、高度で複雑な標本抽出及びモデ リ ングの技術が必要であ り 、特に小

地域統計のための標本設計は 、毎年更新される住所データベースが必要不可欠であるな

ど 、高精度な標本設計が必要である 。 また 、国 ・ 地方公共団体などの利害関係者と の調整

も必要である 。

この手法の主な利点は 、データの更新が高い頻度で行われる こ と であ り 、伝統的なセンサ

ス手法が ５ 年か10年ご と に更新されるのに対して 、毎年の結果更新が可能である 。 また 、

伝統的手法と比べて負担を平準化する こ と も可能であ り 、 さ らに毎年手法を改良した り 、
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新しい技術を試みる こ と が可能である 。

一方 、最大の欠点は 、 この手法は全国民の同時的な断面を提供できないと い う こ と であ

り 、異なる調査時期のため 、仮に数年の時期のずれを統計的に調整し と して も 、地域間の

比較が複雑になる こ と である 。 さ らに 、長期間かけて全国をカバーする こ と になるため 、

客体が期間中に移動する こ と によ り 、 １ 周期の間に複数回調査された り 、 １ 回も調査され

なかった りする こ と と なる 。 その結果 、綿密な調整を行わない限 り 、統一性を満たすこ と

もできない 。

1.71 以下に 、 ロー リ ングセンサスをセンサスの ４ 原則に照ら して記述する 。

個人個人に対する調査

個々の個人に対する個々の情報を収集する こ と ができ るが 、 その収集は別々に行われる 。

各回の調査は全国民を対象と していないので 、収集した個票は 、個人のデータ とはな く 、

標本抽出の基と なる母集団グループを代表するデータ と見なすこ と と なる 。

明確な領域内における統一性

各回の調査では人口の一部が調査される 。 さ らに 、 １ 年ないし複数年の間に地域内の全員

が調査される場合と 、全員が調査される可能性はあるが 、必ずし も確実に全員が対象と は

ならない場合と がある 。

同時性

特定時点における平均を表すためには 、将来推計や補間などの数学的手法を駆使する必要

がある 。

周期性

通常は短い周期で結果が得られるが 、小地域統計については 、標本設計によってはよ り 長

い周期でしか提供できない 。

４ 年単位での属性情報の更新を行 う 伝統的調査

1.72 この手法は伝統的センサス を変形したものであ り 、 センサス年には人口を数える こ

と に焦点をおいて基本的な人口データのみを収集し 、 センサスのロングフ ォームに代替す

る もの と して 、非常に大規模な世帯調査によ り 、詳細な人口 ・ 社会 ・ 経済 ・ 住居のデータ

を毎年収集する手法である 。 この手法は 、すべての事項について毎年調査される必要はな

く 、各国のニーズに応じて調査を設計すればよい 。

調査は 、例えば ５ 年周期で 、毎年 、 ロ ングフォームの抽出率程度の一定割合の標本を抽出

するが 、小規模統計の結果精度向上のため 、抽出率を高める こ と もでき る 。標本は 、伝統

的手法における ロングフ ォームの標本と同様、最小地域を構成でき る よ う 、時系列で蓄積

される 。
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結果は 、過大推計や過小推計を正すため 、 また未回答の影響を調整するため 、標本設計に

基づいて加重推計する こ と によ り 集計する 。 この加重推計によ り 、結果はセンサス結果と

比較可能なもの と な り 、推計人口や各種人口指標が利用可能と なる 。

1.73 この手法は 、人口に関してセンサス よ り も頻度が高 く 関連データ を得たい 、 また 、

センサスに関わる運営上の リ ス ク を低減させたい 、 と い う 二つの観点から推進される 。 し

かし 、 この手法はコ ス ト が高 く 、実行が技術的に困難であ り 、包括的な設計 、開発 、 テス

ト に多年の計画が必要と なる 。特に 、人口のカウン ト に法的な要請がある国にと っては 、

全数をカウン ト する こ と が必要不可欠である 。 また 、小地域の結果を提供するために数年

分の調査結果の蓄積を要する場合も ある 。

1.74 以下に 、年単位での属性情報の更新を行 う 伝統的調査をセンサスの ４ 原則に照ら し

て記述する 。

個人個人に対する調査

個々の個人に対する個々の情報を収集する こ と ができ るが 、 その収集は別々に行われる 。

明確な領域内における統一性

(1) センサス時には全客体が調査される 。 (2) 年次調査の際には 、一定の抽出率によ る標

本が調査され 、全体が対象と なる こ と はない 。

同時性

(1) センサス年の調査事項については 、 センサス時に同時に調査される 。 (2) 年次調査の

調査事項については 、各調査それぞれの調査時点で把握される こ と になる 。

周期性

(1) センサスの調査事項については少な く と も 10年周期以内で得られる 。 (2) 毎年の調査

事項については通常は短い周期で得られる 。 (3) 結果は 、十分な精度のデータや最小地域

のデータが得られる程度の周期で提供される 。

５ これら及び他の代替的なセンサス設計に関する さ らなる情報

1.75 国連統計部の2010年世界プログ ラムのウ ェブサイ ト では 、 センサス設計に関する各

メ ンバー国の手法を掲載している 。各参加国は 、 それぞれの手法を記載してお り 、設計が

センサスの基本原則をどのよ う に満たすかの議論及びそのよ う な手法を実施するために必

要な法令的 、政策的 、技術的要件が記述されている 。以下のＵ Ｒ Ｌ に付加的情報が収録さ

れている 。

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/default.aspx

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/default.aspx
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III 人 口 ・ 住 宅 セン サ ス の 計 画 、 組 織 、 管 理

III －Ｂ 外部委託

1.220 今日 、多 く の国々はセンサス業務の一部を外注している 。外注は 、 （ 公的部門では

必ずし も利用可能ではない ） 最新の手法と技術を活用する こ と によって 、効果的に作業を

行 う と と もに 、競争を通じてコ ス ト の削減に資する手法の一つだからである 。 しかしなが

ら 、 センサスのすべての業務が外注に適している と い う わけではない 。 したがって 、外注

の可否はセンサスの一連の事務をステ ップご と に分割し 、 それぞれの事務ご と に判断すべ

きである 。 これらの事務は 、正確でタ イム リ ーな結果を提供する と い う 観点から 、最初か

ら最後まで 、国民が納得でき る方法で行われている必要があ り 、一部の事務であっても 、

国民の信頼を失わせる よ う な方法で行ってはならない 。 したがって 、外注の適否を判断す

る際には 、統計局は以下の観点から基準を慎重に検討すべきである 。

(i) 厳格な秘密保護

(ii) 秘密保護の方策が国民に納得されている こ と

(iii) 品質の保持

(iv) 委託業者の業務管理能力

(v) （ 各国の個別の事情に即した ） 国家統計局のコア業務の維持and appropriateness

judgement

1.221 秘密保護は国家統計局にと って最も重要な観点である 。国家統計局は 、形式上も

実際上も秘匿データの保護を確実にする責任がある 。統計局にと って 、事後的なチェ ッ ク

やモニタ リ ングによ って秘匿情報の漏洩または悪用を発見する こ とは非常に困難である 。

したがって 、秘匿情報漏洩の リ ス クがある業務の外部委託は避けるべきである 。例えば 、

調査客体からデータ を集める業務は 、国民からの信頼獲得と厳重な秘密保護に密接に関連

しているため 、外部委託しないこ と が強 く 求められる 。一時的に雇用された調査ス タ ッ フ

と契約する場合は 、統計局の強い管理と監視が必要である 。 また 、 これらの調査ス タ ッ フ

に対しては 、統計法令によ り秘密保護を担保すべきである 。

1.222 次いで重要なのは 、情報保護が国民に納得されているかど う かである 。 「 センサス

の本質的役割 」 の節に記述されている よ う に 、 センサスはも っ と も信頼でき る結果を生み

出せる方法で 、 また形式的にも実質的にも一般国民の信頼を得る よ う な方法で行われるべ

きである 。 も し もその手法が形式的または実質的のいずれかにおいて一般国民から信頼さ

れなければ 、 センサスの存在自体が危 う く な り得る 。すなわち 、秘匿情報の保護と は実際

の秘匿データ保護を含むだけでな く 、一般国民の認知と しての保護や内的な安心感と い う

意味合いを含む 。

1.223 第三に重要なのは 、外部委託によっても品質は保持されるべき こ と である 。落札者

を判断する上でコ ス ト を最重要ポイン ト とすべきではない 。 コ ス ト を下げるための公正な

競争は望ま しいが 、低すぎる価格は逆に業務の質に影響を与える こ と につなが り 、ひいて

は国民の信頼を失 う こ と と なる 。業務の質の評価に当たっては 、委託した業務の一部 （ 印
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刷物の出来映えなど ） を抜き取 り検査するか 、 それが不可能な場合は過去の業務に対する

評価を検査するなどが必要である 。ひと たび外部委託した場合は 、当該企業の委託業務の

進捗状況を継続的にモニタ リ ングする こ と が必要である 。 したがって 、外部委託の可否を

考える際には 、統計局はモニタ リ ングのためのシステムを構築する コ ス ト も必要である こ

と を認識すべきである 。

1.224 第四に 、統計局は業者の能力を見極める必要がある 。評価の過程において 、統計局

は 、委託業者の長所だけでな く短所も 、実務能力の面 、財務能力の面などのあ らゆる観点

から事前に十分にチェ ッ ク を行 う こ と が強 く推奨される 。 あ らゆる民間企業は倒産 、 ある

いは業種転換の危険がある 。仮に委託業者が委託された業務を履行できなかった場合 、問

題は違約金を も ら う などによ り 解決される ものではない 。正確なセンサス結果を適時に利

用できな く なる こ と によ り 、 センサスに対する国民の信頼の失墜を招 く こ と と なった りす

る こ と と なる 。統計局は 、 そのよ う な リ ス クが可能な限 り低い方法を採るべきである 。

1.225 また 、業務処理能力に加え 、突然の状況変化への対応能力も また非常に重要であ

る 。 モニタ リ ングの費用や困難な問題が発生した際の緊急的な費用を勘案する と 、外注は

必ずし も コ ス ト を下げる こ と にはならない 。 モニタ リ ングのために予想外に高額なコ ス ト

が要する場合も ある 。管理が難しい業務については 、国家統計局の直接の管理下で行った

方が望ま しい 。国家統計局は 、 この視点から も外注の可否を決定すべきである 。

1.226 第五に 、国家統計局のコア業務を維持する こ とは必要不可欠である 。例えば 、教育

や職業 ・ 産業分類の分類格付けについては 、外部委託は勧められない 。分類格付けは 、微

妙な判断基準を要する ものであ り 、 そのための詳細なマニュアルや研修が必要である 。 そ

のよ う な微妙な判定基準についての完全なマニュアルを 、記入された調査票をチェ ッ クす

る前に用意する こ と は難しい 。

1.227 センサスの業務には膨大な量の分類格付けやデータ処理が必要である 。 これらの業

務に当たる人的資源を削減しつつ 、適時性 ・ 統一性 ・ 正確性を改善するため 、自動格付け

が推奨される 。一部の国では既に教育分類や職業 ・ 産業分類に自動格付けを導入してい

る 。 そのためのソ フ ト ウ ェアの開発は 、統計局が綿密な仕様書を作成すれば外部委託可能

なものであ り 、 センサス以外の統計にも利用可能なもの と なる 。


